
<<死亡届後のご案内>>

税に関すること

亡くなられた方が以下に該当する場合 手続きの内容 手続きに必要なもの チェック 担当課

町民税・県民税の納税義務者
であった

税の精算
送付先・口座等の変更

相続人の方の振込先（金融機
関・口座番号）がわかるもの
銀行届出印

□ 税務課
町民税係

土地・家屋等の固定資産の所
有者又は相続人代表者、納税
管理人等だった

相続人代表者、納税管理人の設定・
変更

口座振替を希望される場合は、
振込先（金融機関・口座番号）
がわかるもの
銀行届出印

□ 税務課
資産税係

原動機付自転車等の所有者で
あった

名義変更

標識交付証明書
ナンバープレート（廃車の場合
のみ）
本人確認書類（運転免許証、マ
イナンバーカード等）

□

未納分の町税があった □

農地・森林に関すること

亡くなられた方が以下に該当する場合 手続きの内容 手続きに必要なもの チェック 担当課

農地又は森林の所有者であっ
た

農地・森林の所有権移転の届出 土地の登記事項証明書等の写し □ 産業振興課
農林係

水道・温泉に関すること

亡くなられた方が以下に該当する場合 手続きの内容 手続きに必要なもの チェック 担当課

水道・温泉を使用されていた
名義・所有者の変更
送付先・口座等の変更

認印（シャチハタ以外）
口座振替を希望される場合は、
金融機関・口座番号のわかるも
の、銀行届出印

□
建設水道課
水道温泉
経理係

水月霊園に関すること

亡くなられた方が以下に該当する場合 手続きの内容 手続きに必要なもの チェック 担当課

一般墓地を使用されていた 使用者の名義変更
使用許可書
継承される方の住民票（本籍
入）

□

合葬式墓地を申し込まれてい
た

埋葬申請 使用許可書、埋葬許可書 □

児童に関すること

亡くなられた方が以下に該当する場合 手続きの内容 手続きに必要なもの チェック 担当課

児童手当・特例給付を受給さ
れていた

①未支払手当請求書の提出
（児童の口座への振込手続き）
②認定請求書の提出
（新たに受給者となる為の手続き）

①児童名義の振込先（金融機
関・口座番号）がわかるもの
②新たに受給者となる方のマイ
ナンバーカード、振込先（金融
機関・口座番号）がわかるもの

□

教育
こども課
子育て
支援係

小中学校に通学する児童生徒
の保護者で、一定の要件に該
当する場合

就学援助申請
申請理由を証明する書類
保護者の振込先（金融機関・口
座番号）がわかるもの

□
教育

こども課
教育総務係

お問い合わせ　下諏訪町　住民環境課　総合窓口係　0266-27-1111（131-135）

今後の納付方法等についてご案内させていただきます。

総務課
地域開発

公社

税務課
収納係


